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横浜居留地における事業所の立地特性
一一 Directoryの分析から一一

1.はじめに

II . Directoryについて

(1) Directoryの概要

(2) Directoryの問題点

m. Directoryからみた土地利用の動向

(1)地番ごとの土地利用とその継続状況

(2)各業種の立地動向

N. おわりに

~横浜居留地における土地利用の特性~

しはじめに

1858 (安政5)年に締結された五カ国条約

により，横浜・神戸・長崎・函館・新潟が開

港場として，大阪(川口)・東京(築地)が

開市場として設定され，これらの開港場・開

市場には外国人居留地(以下居留地と呼ぶ)

が開設された。居留地は治外法権が認められ

た日本の中の「外国Jであり，西洋化導入の

窓口でもあったが，その反面で居留地内の雑

業を主として担当した中国人などの居住区も

形成され，国際色豊かな独特の市街地区を形

成することになった。

従来，こうした居留地内部の土地利用や施

設の立地・分布については，さまざまな立場

から研究が進められてきた。

外国人貿易商の動向に関しては，ジャー

ディン・マセソン商会の日本での活動を示し

た石井寛治1)グラパー商会のトマス・グラ

乙 部 純 子

バーの多面的な諸活動を明らかにした杉山伸

也2)など，経済史学の分野から論考がある。

またドッドウエル商会の石塚裕道3)やイリス

商会の向井晃4)など，社史を中心とした資料

紹介がみられる。これらの論考の研究対象と

なったのは開港後の早い時期に来日した，中

国など他の開港場にも拠点をもつような大規

模な商社であり，その立地は海岸部に近接

し，定着的であったことを示している。これ

らの貿易商の中には外国領事館に属する職を

兼務する場合もみられることから，届留地で

の領事館のあり方の一端を示している。

近代産業の形成と展開に関して，立脇和

夫5)はDirectoryから外国銀行を抽出し，その

立地や日本への進出時期を明らかにした。中

山千代6) もDirectoryを用いテーラーやドレス

メーカーを抽出し，洋服業の形成過程を論じ

た。このほか，ホテルの津護7) 印刷業の伊

藤泉美8) 酪農の斎藤多喜夫9)などの論考が

あり，それぞれの分野での居留地における基

礎的情報を蓄積した。またビールの普及過程

について論じる願麟麦酒株式会社10) では，

工場などの比較的広い土地を必要とする施設

が居留地内の周辺的な位置にあったことを示

した。さらにテニスやボートなどの各種ス

ポーツの普及に関する論考11) では，クラブ

に属する人々の社会的身分の高さを指摘し，

スポーツを行う場となる公園や活動拠点が山

手地区に多くみられたことを示している。

キーワード:横浜，外国人居留地.Directory.土地利用，明治期
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中国人の居住区に関して，伊藤泉美12) は

1870年代後半に中国人地区が形成されすでに

過密に至っていたこと，山下清海13)は中国

人と欧米人の聞にはすみわけがみられたこと

をそれぞれ示した。村田明久14) は各居留地

の税関や公園，街路などの分布を比較分析

し，その内部構成のあり方が後の都市化の過

程に影響を与えていったことを示唆した。

また， こうした居留地を核として近代都市

化を果たした，神戸や横浜の市街地形成史に

ついては，予正淑15)や横浜市企画調整局16)

らの研究がある。さらに，横浜と神戸の居留

地内部の空間構造を比較しつつ論じた藤岡ひ

ろ子17) は，中国入居住区をも含めて居留地

内部に一定の空間的な土地利用分化が存在し

たと述べ，この問題に一つの展望を示した。

しかし， これらの成果はいまだ概略的な分

析に終始しており，それぞれの居留地に関す

る土地利用の微細な分析にまでは及んでいな

いように思われる。筆者は先に横浜居留地を

事例として，絵図史料を用いて居留地内部の

土地利用や景観の特質を分析し，居留地内部

の建物の構造から，基本的に事業所と居住ス

ペースが未分離な状態にあったことを示し

た。そしてこれらの土地利用および景観がど

のように形成されてきたのか，そのプロセス

を検討することの必要性を指摘した18)。

これまでの研究成果を踏まえ，本研究では

居留地における個別の区画での土地利用を通

時的に把握し，業種ごとの立地特性を明らか

にすることで，居留地の空間構造の一端を解

明することを目的とする。

研究対象地域としては，以下の理由により

横浜を取り上げた(図1)。

日本に設けられた届留地は画一的なもので

はなく，居留地ごとには法制度や形態，開港

時期などで大きな差異があった。開港場にお

ける居留地の立地をみると，従来から港町と

して栄えていた長崎や函館，新潟では母都市

に近接して居留地が設置されたのに対し，横
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浜と神戸では街道や従来の都市から外れた村

に開港場を置き，居留地を設営した。歴史的

背景をもたない都市が，新たにつくられたの

である。開港の実施時期をみると，横浜，長

崎，函館では1859年の条約どおりであったの

に対し，神戸や大阪では尊王撞夷運動と圏内

の動乱のために，条約期日よりも 5年延期し

た1868年となった。横浜は日本における最も

早い時期の開港場のひとつとして，雑居地を

もたない居留地を形成した。一方神戸は，横

浜より 9年遅れて開港し，雑居地を合わせ

もった居留地を形成した。神戸では，横浜に

おける居留地形成を先例とし，あるいは悪例

としながら， I極東のモデル居留地」といわ

れるような居留地を形成していった。横浜

は，開港が時期的に早く，歴史的背景をもた

ない新しい都市であり，面積においても，貿

易の規模においても， 日本で最大の開港場で

あったという点で，他の開港場および都市の

近代化にとって影響力が大きいとみなされ

る。よって，本研究の対象地域として横浜を

取り上げることは適当であろう。

ところで横浜では，居留地という特殊な環

境において日本側が把握していた統一的な資

料は限定されていたことに加え，関東大震災

や空襲により多くの資料が焼失したために，

居留地の状態を知りうる有効な資料は極めて

少ない。こうした資料的制約の中で，居留地

内部の土地利用や事業所・居住者に関する最

も詳細な基礎資料は，いくつかの先行研究で

も活用されている Directoryである。

本研究ではこの記載内容に基づき，分析・

検討を進めていくこととする。

E圃 Directoryについて

(1) Directoryの概要

Directoryは，戦前に横浜，神戸，長崎や

香港などの開港場で発行されていた東アジア

地域の開港都市を対象とした，英文の人名録
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図 1 研究対象地域(横浜外国人居住地の概要)



である。発行社・発行年によりタイトルや，

対象とされた都市は同一ではないが， 1861~ 

1941年まで毎年のDirectoryの存在が確認さ

れている19) Directoryには，各地の公的機

関，各国領事館，商社などのリストと地番，

所属する人物名とその役職，広告などの情報

が記載されていた。通常毎年1月に発行さ

れ，記載事項は前年の情報に基づいている。

記載された情報は，あくまでもその場所で

の，実際の利用者について示しており，必ず

しも本来の借地人と同一ではない。

Directoryの発行目的について明言してい

る箇所は，管見の限り見当たらない。参考ま

でに，発行社の広告にある文言をみると，公

官庁や貿易に関わる商人などが Directoryを

利用していることを示し，広告を掲載するこ

との宣伝効果の高さをうたっている20)。発行

目的として，欧米系事業者が開港場で取引す

るために，有用な情報を提供しようとしてい

たことがうかがえる。

Directoryの資料的価値は1970年代後半か

A大型商社地E
B中極的商社。壷融地E
C商社小売草地E
D商社(情報金融卓越)地区
E世間樺能情報櫨能地E
F!!古地区
G!!合地区(華暗m
H高社I書庫地E
l公的樺能地E

ら認められ，いくつかの研究蓄積がみられる

が，その研究動向を大別すると，①通時的資

料として経年変化をたどるもの，②任意の 1

年を取り上げ，いわゆる「時の断面Jにおける

居留地の状態を分析するものとに二分できる。

前者の観点からの論考として， Directory 

の所在調査に携わった立脇和夫21)中山千

代22)のほか，伊藤泉美23) 津護24) 芳正淑25)

横浜開港資料館26) による研究が挙げられ

る。また堀田暁生・西口忠編27) は個人情報

をもとに，大阪川口居留地における居留者名

簿を作成している。これらの各研究では特定

の業種や集団，個人に焦点を当て， Directory 

から必要なデータを限定的に抽出している。

これに対し，後者の観点からの研究は管見

の限り極めて少ないが，藤岡ひろ子28) の研

究が挙げられよう。しかし藤岡が分析した

1885年の Directoryから，その土地利用につ

いて筆者が作成した図 2によると，旧居留地

では貿易関連商社が卓越したように見えるも

のの，さまざまな土地利用が混在している。

O買易関連商社
口各種商盾
S 専門
ム金融
.倉庫/作業所

女ホテル
*飲食業
P公的機関

企出版/印刷

。団体
.製造

.運輸

※その他
R レジデンス

図2 1885年のDirectoryによる土地利用状況
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また当該年の Directoryでは，記載のみられ

ない地番が散見されるのである。

このように，居住者や土地利用に関する

データが長期間にわたり得られる Directory

は，多様な分野の研究において利用され，検

討されてきた。しかしいずれにおいても，

Directoryの資料としての信頼性・有効性の

吟味をすることなく，分析対象として特定個

人・事業所を限定的に，あるいは対象期間そ

のものを限定的に利用しているため，包括

的・経年的に分析する視角は， I経年的に分

析しても，静態構造の巨視的な変化をつかめ

るだけであるJ29) との言のもと欠如してき

た。しかしながら Directoryに対する信頼

性・有効性に関する検討を欠いたままで，こ

のような判断をするのは早計であろう。少な

くともミクロスケールにおいて，通時的に事

業所の立地特性を把握するには有用であると

考えられる。

以下次節において， Directoryの問題点に

ついて検討する。

(2) Directoryの問題点

Directoryにおいて，地番に関する情報が

得られるようになるのは， 1868年発行の

“The Chronic1e and Directory For China， ]apan 

& Phillippines"からであり，以後踏襲され

る。これ以降居留地撤廃の1899年の状況を記

載した1900年発行の“The]apan Directory" 

までの33年間に毎年発行された33編を分析対

象とした(表1)。基本的に横浜で継続的に

発行された ]apanGazette社の Directoryを

用いたが，現存しない年に関しては，ゆまに

書房刊行の WJAPANDIRECTORY幕末明治

在日外国人機関名鑑JJ (1997) において代用

されている ]apanHerald社， Daily Press社お

よび ChinaMail社発行の各 Directoryにより

補完した。これら33編の Directoryから事業

所名・事業内容・従業員名とともに，その所

在地に関する情報を抽出した結果，全277区

画に対し， 33年分の累計で約4万件のデータ

が収集された。なお事業内容に関しては，

1867年度版 "TheChina Directory"における

28種の職業分類， 1886年刊行の『日本絵入商

人録』付録の Directoryに掲載された85の職

種の日本語訳を参考に，居留地の実情を加味

した上30)で行った職業分類に基づき，表2

に示す。 15区分に分類をした。

この結果，以下の問題点が明らかになった。

a. 香港で発行された Directoryには掲載さ

れない地番がある。

b. 当該期間の Directoryにおいて，一定期

表 1 分析対象のDirectory

年 タイトル 発行社 発行場所

1868 
The Chronicle and Directory For China， ]apan & Phillippines Daily Press 香港

1869 

1870 Japan Herald" Directory Hong List For Yokohama “Japan Herald" 横浜

1871 The Chronicle and Directory For China， ]apan & Phillippines “Daily Press" 香港

1872 “Japan Gazette" Hong List and Directory Japan Gazette 横浜

1873 
The China Directory “ChinaMaiJ" 香港

1874 

1875 
The ]apan Gazette Hong List and Directory “']apan Gazette" 横浜

1878 

1879 
The ]apan Directory Japan Gazette 横浜

1900 
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表 2 横浜居留地における業種分類

業種別 | 備 考

貿易関連商社

各種商応

専門

金融関連

倉庫・作業所

ホテル

飲食業

公的機関

出版・印刷

団体

製造関連

運輸

病院

その他

レジデンス

輸出入に関わるもの

パン屋，靴屋，洋裁応，家具庖

など

弁護士，医師，法律家，技師など

銀行，両替，保険など

茶再製場を含む

Inn (イン)は含まない

Inn (イン)を含む

外国公館，消防施設など

製本，新聞を含む

学校，クラブ，宗教団体など

土木，鉄工などを含む

馬車，運搬，荷揚げなど

Chineseを含む

Private Residenceと

注記されるもの

注)上記の職業分類は1869年発行の TheChina Directory 
の分類と日本絵入商人録に記載される職業や事業内
容の85種の英訳を参考に.Directoryでの傾向を加味
した上で，筆者が独自に分類したものである。

間，何の記載もなくなる地番がある。

c. 1870年の Directoryに記される地番変更

が. 1871----74年の聞の Directoryに反映

されていない場合がある。

a. bについて， ともに編集者の編集方針

によるものである。

aについて，横浜で発行された横浜居留地

に関する事項を記載する Directoryは地番順

に掲載し，別にアルファベット順のリストを

掲載するため，地番の記載もれはない。一方

香港で発行された Directoryではアルファ

ベット順での掲載のみである。ゆえに Direc-

toryに記載されない地番が出てくるが，こ

れが使用されずに空いている地番なのか，

Directoryの編集者が記載する必要がないと

判断したものかが不明瞭である。

bについて，横浜で発行された Directory

では土地利用がない地番に対し，“Unoccu-

pied"や“Vacant"という表記がなされるが，

これとは別にこれらの記載なく何も記されな

い場合がある。表 3では，記載事項の有無を

確認し，未記載の年をもっ地番を1877(明治

10)年から 5年ごとに示した。表中 Dの新

埋立居留地においては，多くの地番で継続的

に記載事項がない×印や地番の記載自体がな

いム印がみられるが，年を追うごとにその数

は減少している。これは1874年にほぼ完成し

た新埋立居留地が，第三団地所規則に基づき

競貸31)が行われたものの，すぐには土地利

用が進まなかったことを示している。これに

対し，表中 Cの旧横浜新田では1880年代に

×印で示した記載事項のない地番がみられ

る。空白期前後の年度には“Chinese"とだ

け記されるものや中国系と判断できる事業所

がみられる。新埋立居留地の場合とは異な

り，空白期以前の土地利用があるにもかかわ

らず，一定期間記載がなくなっている。これ

は Directoryの編集者が，記載の必要性がな

いと恋意的に判断した事項を除外したため，

と考えることができる。中国人に関係する地

番や記載に対し，慎重に検討する必要がある。

Cについて. 1870年の Directory上に地番

変更についての“NOTE"が記載されてい

る。これによると，旧横浜新田の本村通り側

の166番から173番は. 185番から192番に変更

するとある32)。しかし1870年の Directoryで

は，この地番変更が反映されずに，旧地番の

まま作成されている。すべてが新地番によっ

て記されるのは.]apan Gazette社による1875

年の Directory以降であり. 1871----74年の聞

の Directory.特に香港で発行された Direc-

toryについては注意を払わねばならない。

例えば169(新188)番に関しては，記載内容

から判断すると1874年まで旧地番によって記

載されていた可能性が強い33)。

上記の他，誤植や記載ミス，明らかな地番

の間違いがみられるため，分析していく過程

で適宜修正していく必要がある。

以上の問題点を踏まえた上で.m章以下で

Directoryを活用した分析を行い，本研究を

今後の Directoryを用いた研究の試金石とし

たい。
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表3 記載事項のない地番とその 5年ごとの変化

記載事項がみられない 1877 1882 1887 年がある地番

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

A: I日居留地

14 

17 

23 

30 

44 

45 

55 

65 

68 

74 

96 

97 

102 

104 

107 

110 

169 

170 

173 

233 

236 

237 

119 

122 

123 

124 

125 

126 

130 

131 

132 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

141 

142 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

156 

158 

185 

186 

189 

190 

191 

192 

C 旧横浜新田

〉く

ム

x 〉く

〉く

〉く

〉く

〉く

〉く

〉く

〉く

〉く

x 
x 

〉く

〉く

x 
〉く x 

〉く

〉く

〉く 〉く

〉く x 
x 〉く

〉く 〉く

〉く

〉く

〉く

〉く

〉く

〉く 〉く

x 
x 〉く

x x 
〉く

〉く

〉く

〉く

〉く 〉く

〉く 〉く

x x 
〉く

〉く

x 〉く

〉く

〉く

〉く x 
x 〉く

B : 1866年以後の区画

D:新埋立居留地を示す

l:記載事項なし
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ill. Directoryからみた土地利用の動向

(1)地番ごとの土地利用とその継続状況

居留地内部277区画における土地利用の定

着性に注目すると，

A. 一つの事業所が20年以上継続し，かつ同

地番に立地する事業所が 5件以内のもの

A'.空白期があるが空白期後の土地利用が定

着しているもの

のような定着性が高い区画と，

B. 同一地番に 6件以上の事業所が立地する

もの

B' .空白期がみられ，かつ 6件以上の土地利

用がみられるもの

のように定着性が低い区画とに大別できる

(図 3)。

Aは35ケ所 (12.6%)で更に，新埋立居留

地にみられる A'，59ケ所 (21.3%)を合わ

せると，定着性が高い地番は全277区画中で

94ケ所 (33.9%)あった。

これに対し， Bは124ケ所 (44.8%)であっ

た。また B'は45ケ所 (16.2%)であり，両

者を合わせると全277区画中で169ケ所

(61.0%)となる。定着性の低い地番は，全

体の 6割以上を占めていた。

定着性の高低により土地利用と継続状況が

どう異なるのか，面積が500坪前後の地番を

例にとり，図 4に示した。

同一人または同一事業所による継続的な土

地利用が行われる，定着性の高いAのタイプ

は，バンド34)の15番でみられる。ここでは

英系汽船会社“Peninsularand Oriental Steam 

Navigation Company"が継続して立地する。

土地利用が定着するこのタイプは， 1番に位

置した英系商社 "JardineMatheson & 
Co." 35)，2番の米系商社“Walsh，Hall & Co." 36) 

など，香港や上海で居留地貿易を経験してい

る商社や商船会社にみられる。当タイプは，

主に旧居留地，中でもバンドに集中している。

空白期があるものの，空白期以後の土地利

用が定着的な A'は， 198番でみられるような

タイプである。新埋立居留地にみられ，その

事業内容は貿易関連商社のほか，倉庫や作業

所となっている場合が多い。

これに対し，同一地番に多様な事業所が多

数立地する定着性の低い Bは，本町通りに

面した72番にみられる。ここでは，当該期間

に27件が入れ替わり立地する。個々の事業所

の継続年数は短いものが多く，業種は貿易関

連商社や各種商届，倉庫・作業所など，多岐

にわたっている。

同ーの地番内に多様な事業所が立地し，か

つ空白期がみられる B'は145番のようなタイ

プである。 145番では1883"-'89年の間，土地

利用に関する記載はない。空白期前後の土地

利用をみると， 1882年は「公的機関jである

中国領事館が， 1890年には図中「団体Jと示

される“ChineseClub"が掲載されている。

以上のように，居留地では Aや A'のよう

に定着的に立地した事業所がみられるとはい

え，むしろ多くの事業所は Bや B'のごとく

継続年数の短い，小規模なものであったこと

がわかる。同ーの地番に同時に複数の事業所

がみられ，多様な業種が入り交じっていた。

また年により，事業所が頻繁に入れ替わって

いた状況がうかがえる。

(2) 各業種の立地動向

本節では各業種ごとに事業所の立地動向を

検討する。居留地での最大業種である貿易関

連業と，貿易によって生じる通貨調整を担う

金融関連業，居留民に対するサービスを提供

した各種商白，立地によって近隣の土地利用

に影響を与えると想定される倉庫・作業所と

製造関連業の，それぞれの立地動向について

検討する。

①貿易関連商社

輸出入に関わる取引を中心に行う事業所を

貿易関連商社とし，検討する。貿易関連商社
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⑧ .A一つの事業所が20年以上継続

織 A'空白期があるが土地利用が継続的

B 多種多様な事業所が立地

B'空白期があり土地利用が多種多様

その他

15 
図3 地番ごとにみた土地利用の継続状態 (1868~1900年)
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細棉は掲載されていない年を示す。表1町Oirectorνをもとに筆者作成.坪数lま1874(明治刀年
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図 4 地番別にみた土地利用の継続状況
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は居留人口の少ない領事館の業務を担うこと

もあり 37) また居留地における他の業務機能

とも密接に関連していると想定されるため，

貿易関連商社の立地動向を分析することは重

要な意味をもっ。

対象期間において，事業所名および事業内

容から貿易関連商社と判断されるものは806

件あり，同一地番で一貫して同ーの商社が立

地したのは，以下の 4件のみで、あった(図 5)。

1番:]ardine， Matheson & Co. 
2番:Walsh， Hall & Co. 

54番:Il1ies & CO.38
) 

90a番:Siber & Brenwald 
同一地番に二件以上の貿易関連商社が常に

立地するのは，旧居留地を中心としたエリア

であり，バンドや水町通り，本町通りと本村

通りの旧居留地側である。年を経るごとに貿

易関連商社の数は増加し， 1890年代以降は新

埋立届留地や加賀町通り沿いの，別の土地利

用であった地番に次々と貿易関連商社がみら

れるようになり，分布する範囲を広げてい

る。しかし個々の事業所の規模は小さく，ま

⑨ 

た存続年数も短い。例えば，水町通りと本町

通りに面した28番では，貿易関連商社は当該

期間に21件みられる。また本町通りと薩摩町

通りの角に位置する70番では，貿易関連商社

は27件みられる(図 6)。ともに 2筋の名の

ある通りに面し，千坪を超える面積をもっ区

画であり，貿易関連商社が継続的に立地する

地番である。図 6によると28番の "The

American Trading CO人 70番の“Car1Rohde 

& CO." 39)や“FlintKilby & CO." 40)などのよ

うに，存続年数の長い事業所がみられる一方

で，その他の事業所では存続年数は短く，特

に 1~2 年しか記載されない事業所が多くみ

られる， という特徴があった。

以上のように，ごく一部の規模の大きな商

社を除く貿易関連商社では，一つの地番にお

ける存続年数が概して短い。中小規模の商社

が，同一箇所で継続的に営業していくことの

難しさがうかがえる。その理由として，居留

地貿易のシステム41)に中小事業者が参入す

ることが難しかったこと，他のアジア地域で

居留地貿易を経験せずに，あるいは失敗した

「株同一貿易関連荷社

継続十半非同一貿易関連商社L. 一時断絶

「企貿易関連商社へ

変化→ーム貿易関連商社以外の土地利用へ

」口一時的に貿易関連商社による
土地利用

図5 1868~1900年の Directory からみた貿易関連商社の立地動向
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図6 28番と70番における貿易関連商社の継続状況

後に，日本で一旗あげようとした山師的な性

格の外国人がいたこと42)が考えられるが，

はっきりしたことは現時点では分からな

。
)
 

q
d
 

a生

、4・uv

②金融関連業

金融関連業は， 43区画の地番において157

件存在した(図7)。このうち金融関連業と

しての土地利用が一貫していたのは78番のみ

で， 1868.......90年は“CharteredMercantile 

Bank" 44) ， 86年からは“CharteredBank" 45) 

が Directoryに収録されていた。

“Chartered Bank"と並んで居留地の大銀行

と呼ばれた“Hongkong& Shanghai Bank" 46) 

は， 1868.......88年に62番で， 88年からは 2番で

収録された。

11番に収録された“OrientalBank"は，

1875.......76年には“Hongkong& Shanghai Bank" 

と並ぶ大銀行といわれたものの，以後はその

勢力を失い， 92年以降は Directoryへの記載

はない。

金融関連業は旧居留地に分布しており，上

記のような銀行を除いては存続年数が短い，

という傾向がみられる。特に両替商の存続年

数は短く，他の土地利用と並立している場合

が多い。また両替商には中国人が多くみら

れ，彼らが Directoryに収録される年数は 1

.......2年となっており，欧米系のそれに比べ更

に短いという傾向があった。

③各種商庖

各種商庖は，当該期間中82区画の地番にお

いて546件であったが，そのうちの44.9%の

245件が1年のみ， 18.5%の101件が2年の記

載であり，同一地番での存続年数が極めて短

かった47) (図 8)。
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図 7 1868~1900年の Directory からみた金融関連業の立地動向

⑧ 「半各種闘が継続
継続寸

」・一時断絶

r.A.各種商居へ

変化十ム各種融以外の土地利用へ

」口一時的に各種商居による

土地利用

注ー図中の数字は地番を示す

図 8 1868~1900年のDirectory からみた各種商庖の立地動向
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常に各種商店が立地するのは， 51， 53， 

59， 80， 82， 129， 134， 138， 164番で，本町

通り沿いの51， 53， 59， 80番では存続年数の

長い服飾関連の商庖がみられた。旧横浜新田

の129，134番はパン屋であり，ともに20年以

上存続する。 164番では中国系の服飾関連業

がみられ，この地番とその周辺の地番では中

国系の記載がみられた。ただしその存続年数

は長いものではない。

以上の各種商庄が常に立地する地番では，

同一地番に他の商唐や他の業種の複数の土地

利用がみられた。一時的に各種商庖の土地利

用になった地番が多くみられるが，多くはあ

る程度継続して商屈がみられる地番か，その

周辺に位置しており，新埋立居留地ではほと

んどみられない。各種商庖が立地するのは，

各種商屈としての土地利用がある程度定着し

ている地番にみられることが推測される。

そこで 1~2 年のみの各種商庖が多くあっ

た中では比較的存続したとみなされる， 5年

以上継続した各種商唐を対象に，営業内容と

立地した地番を1870年代， 1880年代， 1890年

代に分け示すことにより，立地傾向を確認し

た(図 9)0 5年以上継続した各種商唐は，

全体の約20%，108件であった。

a) 1870年代

本町通り51， 52番とその周辺にテーラーや

美容院など，服飾・美容関連の各種商屈がみ

られる。 80番には中国系テーラーの“Cock

eye"があり，同地番には時計屋・宝石商な

どの服飾・美容関連の商庖，隣接する81番に

はパン屋が位置している。旧横浜新田では

129番のパン屋の他，食品関連の商唐がみら

れる。雑貨商は，旧居留地に散在しており，

全体的にみても各種商店の立地は旧居留地を

中心に分布しており，本町通りに沿っている

様子がうかがえる。

b) 1880年代

51， 52番での各種商庖が減少し，ここでは

各種商庖以外での土地利用が進んでいく。一

方， 80番では継続して服飾・美容関連の各種

商店の立地がみられ，隣接する81番では食品

関連の商庖がみられる。堀川に近い阿波町通

りや旧横浜新田には，清涼飲料水やパン屋な

どの食品関係の商庖が立地する。 1880年代

は，本町通り沿いの各種商庖が減少する一

方，旧横浜新田での立地が増加したのであ

る。

c) 1890年代

本村通りの前田橋付近には家具屋やテー

ラー， これに続く本村通り沿いには美容院，

ドレスメーカーなどの服飾・美容関連の各種

商店が多く立地するようになる。前田橋に近

い106番では1891年から中国人経営の家具，

藤製品などを扱う商唐や，テーラー，パン屋

がみられ，それぞれが定着する傾向にあっ

た。 106番は隣接する107番とともに， 1897年

以降に日本人経営の商庖の立地も確認され

る。一方， 1870年代に服飾・美容関連の各種

商屈が多数立地した本町通りでは，各種商庖

の立地が減少し，替わって貿易関連や出版な

どでの土地利用が進む。 1890年代になると，

各種商屈は本村通り沿いに多くみられるよう

になったのである。

以上から当該期間中，各種商店の立地は，

本町通り沿いから本村通り沿いへと推移して

いったことが明らかになった。山手居留地や

日本人が居住し商店を構えていた元町にアク

セスしやすい本村通り沿いに，次第に各種商

屈が立地するようになっていったと考えられ

る。山手居留地や元町の存在が，各種商店の

立地に影響を与えていたのではなかろう

か48)。旧横浜新田やその周辺で各種商屈を経

営していたのは，中国系が多く， 日本人の存

在もみられた。またこれらの各種商庖が立地

する周辺では，小規模の居酒屋などの，酒を

提供する場を多く確認できる。旧横浜新田内

の各種商居やその周辺には，中国系の存在が

多く認められたが，欧米人系の各種商屈に比

べ記載は少なく，詳細な立地状況は不明であ
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⑧ 

i・雑貨商 i 
:・ 服飾・美容関連 i
:0 食品隠連 i 
J企その他

。」」L二iLー 棚m

巨亙E

図9 5年以上立地した各種商庖の年代別分布

る。これは先に述べたように， Directoryが

欧米系の居住者を対象に発行されていたもの

であり，直接関わりのないものに対しては

Directoryの編者の関心が薄かったためであ

る。したがって旧横浜新田の各種商屈は，欧

米人向けでない，中国人や社会的身分の低い

人々に対するサービスであり， Directoryに

は掲載されない各種商庖も多く存在した，と

推測することができる。

④倉庫・作業所

倉庫・作業所は， 132区画の地番において

195件であった(図10)。

21番では1番に位置した“ Jardine，Mathe-

son & CO."の倉庫が存続した。 111， 112番

では米海軍の物置場として1874年まで使用さ

れた後，石炭置場として利用された。また

107， 117， 118番の堀川沿いの地番で，石炭

置場が記載されている。

1874年ごろに土地の整備が完了した新埋立

居留地では，貿易関連商社に付属する多くの

倉庫・作業所が認められた。貿易関連商社に

はオフィスと倉庫・作業所をともにこのエリ

アにおく場合と，旧居留地にオフィスをお

き，倉庫などを新埋立居留地におく場合の2

通りがみられた。

旧居留地では堀川に近いエリアに倉庫・作

業所がみられるが， ここでは家具やオルガ
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図10 1868"-' 1900年の Directoryからみた倉庫・作業所の立地動向

ン，ピアノの置場として利用されている。そ

の他の旧居留地でみられるのは，骨董品や時

計の倉庫として利用されており，同一地番に

は他の土地利用もみられるため，一角だけを

一時的に倉庫として利用していたものと考え

られる。

茶精製場として収録された27，36， 72番

は，貿易関連商社へと土地利用が変化した。

64， 65， 184番や新埋立居留地では茶精製場

が存続している。

以上の動向から，倉庫・作業所として利用

されたものは，用途別に分化していく傾向が

みられた。すなわち，貿易関連商社に付属す

る倉庫や茶精製場は新埋立居留地や堀川沿

い，家具や楽器などの置き場は旧居留地の堀

川沿い，石炭置き場は旧横浜新田の堀川沿い

という立地・集積の傾向があった。全体的に

みて，倉庫・作業所の立地は，居留地の周辺

部に位置するようになったといえよう。

⑤製造関連業

製造関連業は， 60区画の地番において167

件であった(図11)。

一貫して製造関連業としての土地利用が

あった区画はみられなかったが，途中で別の

土地利用がされたが比較的製造関連業が存続

した地番は107，115， 116， 136番で，いずれ

も堀川に近い場所に位置する。一方，製造関

連業になった地番も堀川沿いにみられた。別

の土地利用に変わった地番は旧横浜新田でみ

られ，その時期は1870年代前半であった。ま

た一時的に製造関連業が立地した地番は，旧

横浜新田北側と旧居留地に散在しており，そ

の収録期間は概して短いものであった。

製造関連業では多くの中国人が収録され

る。 1870年前後に， 81番や136，147， 148， 

165番で，中国系の大工や塗装工の名がみら

れた。 1872"'80年，本村通り沿いの102番で

は，中国人大工“ForSing"が収録され，彼

は81年から隣接する103番に移動している。
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継続一ー・一時断絶

「企製造関連業へ

変化→ーム製造関連業以外の土地利用へ

」口 時的に製造関連業による
土地利用

注目図中の数字は地番を示す

図11 1868~1900年の Directoη からみた製造関連業の立地動向

1882年から97番で収録された大工“AhWhy" 

は， 88年からは185番， 90年には184番でみら

れる。 1臼88部3年 lにこ18邸5番でみられる

Ch凶1ωon時1港g"は，翌年から同じ前橋町通りの192

番で収録されていた49)。

このように移動しているケースが見受けら

れるが，これは中国人に限ったことではな

に欧米系の製造関連業者でもあてはまる。

例えば1875'""-'77年に収録された“T.Rose" 

は，後に113番へ移動している。 114番で1881

'""-'84年に収録された造船業の“GeorgeWatt" 

は，翌年113番に 86年には108番で収録され

た。 1883年に31番で収録された“Yokohama

Sail and Rigging Company"は，翌年43番へ移

動し， 93年には161番でみられる。 43番で立

地していた1886'""-'88年には， 日本人や中国人

の労働者を雇っていた。 1881年に31番で収録

された“E.Kildoyle"は，翌年から鉄工所

“Kildoyle & Co."として161番でみられ， 87 

年からは158，159， 161番の 3地番にまた

がって収録されている。ここでは "164Japa-

nese Workmen"と記載があり， 164人の日本

人労働者を雇用していたことが分かる50)。

以上から，製造関連業は当該期間におい

て，次第に堀川沿いに位置するようになって

いった。 1870年代にみられた旧横浜新田北側

の中国人大工や塗装工の記載が減少し，旧居

留地，旧横浜新田に散在していた事業者が堀

川沿いへ集積する傾向がみられる。中には規

模を拡大していったものもあり，そこでは中

国人や日本人の多くの労働者が雇用されてい

たことが Directoryの記載からうかがえる。

N. おわりに

~横浜居留地における土地利用の特性~

本研究では Directoryの通時的分析から，

各事業所の地番単位での立地特性について考

察し，横浜居留地の空間構造の一端を解明す

ることを試みるとともに， Directoryの資料
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としての有効性と限界を確認した。結果は以

下のように要約される。

1) Directoryは居留地の事業者，事業内容，

従業員名とその所在地を継続的に知りう

る資料である。しかしながら，刊行年や

刊行者によりその編集方針に変化がみら

れるため，特に欧米系以外に関する情報

と旧横浜新田内部の記載については注意

を払い，検討していく必要がある。

2) 1868~ 1900年のDirectoryからみた横浜居

留地は，貿易関連商社や各種商店をはじ

め数多くの事業所が立地したが，大多数

の継続年数は非常に短く，ひとつの地番

における定着性が低く，移動が頻繁に行

われていた。

3)横浜居留地では用途地域的土地利用計画

が，第三団地所規則にいたるまでほとん

ど、されなかったため，当初からさまざま

な土地利用が混在していた。その中で少

数の，継続性のある比較的規模の大きな

事業所の立地動向が，居留地内の機能地

区分化に影響を与えていた。しかしなが

ら，経年的にみると居留地内部には，依

然として混在があり続けていた。

これまでの分析から，横浜居留地での事業

所の立地の流動性が高いこと，定着性が低い

ことが指摘できた。当該期間において，居留

地ではさまざまな土地利用が混在しており，

その空間は複合的に構成されていた。しかし

その中で，業種別にある程度の機能地区分化

が進んでいった。すなわち，各種商庖は本村

通り沿いへと，製造関連業は荷物や貨物の取

扱いの利便性から堀川沿いへと，同様に倉庫

や作業所は新埋立居留地や堀川沿いへと，そ

れぞれが集積し，機能的に分化していく傾向

がみられた。貿易関連商社は，居留地全体に

広く分布してはいたが，規模の大きな商社が

多くみられたバンド周辺に事業所が集積する

傾向があった。一方で，倉庫などを合わせも

つ貿易関連商社では，貨物の取扱いの利便性

により，新埋立届留地での集積も少なからず

みられた。このような機能地区分化を促進し

たのは，少数の，ある程度長期間，同一地番

に継続的に立地した事業所であり，それらの

立地が機能的分化の誘因となっていたと推察

される。しかし分化傾向にあったとはいえ，

各エリアはけっして均一的な空間ではなく，

多様な業種が混在していた。個々の地番をみ

ると頻繁に土地利用が移り変わっており，

居留地は複合的・重層的に構成されていたの

である。このような複合的・重層的な空間を

生み出した要因として，開港当初の計画性の

欠如がある。横浜は近代都市として，他の都

市への影響力を多分に保持していたものの

の，歴史的背景をもっ諸都市が持ち合わせて

いた権力者による身分制ゾーニングや明快な

都市骨格がなく，最も活発に居留地を拡張し

ていた開港当初の時期に，具体的な都市計画

にもとづいて居留地を建設することはほとん

どなかった。都市計画が行われる背景として

の，横浜居留地における地所規則とその実施

状況を概観すると，図12のように示される。

横浜では1866年段階で，ようやく具体的な計

画をもとに町づくりが始まったが，まもなく

明治維新を迎えたため，居留地の整備拡大が

本格化したのは明治に入ってからであった。

土地の貸借については，山手居留地と新埋立

居留地で競貸が行われたが，開港後10年近く

過ぎたこの時期には，すでに旧居留地の多く

の区画の土地利用はなされていたのである。

このように幕末期に場当たり的といえるよう

な居留地の整備拡張がなされたために，少な

くとも当該期間に関しては，定着性が低く混

在した状況になっていた。しかしながらこの

ような複合的・重層的な居留地空間の中で

も，居留地の各事業所や居留地の外側に広が

る日本人居住区に影響を受け，また明治期に

なって実行力をもち始めた地所規則による都

市計画の成果により，緩やかに機能地区分化

が進んで、いったのである。
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本研究では居留地での移動性の高さを指摘

したものの，具体的事例の提示は紙幅の関係

で示すことができなかった。またDirectory

には今回分析できていない，膨大な数の個人

の情報が含まれている。居留地における人々

の詳細な移動の分析を行うことで，より現実

に近い居留地像を復原できると考える。例え

ば居留地全体に広がる“PrivateResidence" 

と注記された人々について解明することで，

当時の居留民の居住状況とその社会階層の一

端が理解できると推測できる。また Directo-

ryにおいて記載の薄い旧横浜新田を中心と

するエリアの実体，特に当時の居留地の中で

人口の過半数を占めていた中国人に関する事

象についての解明が必要である。これらの諸

問題を今後の課題としたい。

(園撃院大学・院)

1859.7. 
〈安政6年〉

1860.8. 
〈万延元年〉

1864.12 
〈元治元年〉

1866.12. 
(慶応2年〉

横浜開港

l第一団地所規則 1 

1 (神奈川地所規則) 1 

・外国人の居住と土地関係の規定l 行政関係の権能についての規定

¥11/ 乙争中国租界での強力な自治活動を
V 横浜でも実現しようとした。

日本側の承認経ず、拘束力なし

l第二回地所規則 l 

1 (横浜居留地覚書) 1 

・貿易の進展に伴う商人の増加
→居留地の整備・拡張
・自治体制の強化促進

乙+四国連合艦隊による下関砲台の攻撃を背景に、
海岸における積荷の上げ下ろしのための、日
本人街の海岸地区の明け渡しを要求。

「覚書」締結の中心人物英国公使
オ-}レコックが本国!こ百還され帰国。
条項は具体化せず、死文化するものあり。

1'::一ー一一一ーーーーー一一ーー一、
.第三回地所規則
; (横浜居留地改造及び競馬場・墓地等約書) 1 

11 .具体的で詳細な規定、諸工事の落成期限の明示
11 .山手居留地の開放

v ζ+組問の実施へ

明治維新後、規則にのっとった拡大・
整備が明治政府により行われることに。

図12 横浜における地所規則の概要とその実施状況
<W横浜市史第 2 巻~ w横浜市史第3巻上』を参考に筆者作成)
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〔付記〕

本研究に対し，園事院大学文学部地理学教室

の諸先生方，先輩諸氏には，数多くの有益な助

言を賜りました。この場をお借りして御礼申し

上げます。本研究は専修大学に1999年度提出し

た修士論文の一部に加筆・修正したものであ

り，その骨子は2001年度歴史地理学会紋別大会

にて報告した。
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usually favorable inducements to advertisers， 
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as it is continual1y before the eyes of a nurner-

ous public of all classes and nationalities.… 

21)前掲 5)。

22)前掲6)。

23)前掲 8)。

24) 前掲7)。津護『横浜居留地のフランス社

会1敬愛大学経済文化研究所， 19980 

25)前掲15)。

26)横浜開港資料館『横浜もののはじめ考L横

浜開港資料館， 1988。

27)堀田暁生・西口忠編『大阪川口居留地の研

究1思文閣出版， 19950 

28)前掲17)。

29)斎藤多喜夫「明治中期の横浜居留地ージヤ

パン・ディレクトリーから-J WjAPAN DI-

RECTORY幕末明治在日外国人機関名鑑別

巻1ゆまに書房， 1997， 16頁。

30)例えば Inn(イン)は一般的には宿泊施設と

されるが，イギリスにおけるインは宿泊施

設としてよりもむしろ居酒屋と解釈するほ

うが妥当であるため，分類は「飲食業j と

した。(白井昭『イン イギリスの宿屋のは

なし1騒々 堂， 19930 ) 

31)日本の居留地では，土地所有権は日本にあ

り外国人に対し借地権のみを認めるもので

あった。ゆえにここでは「競売jではなく

「競貸Jである。

32) NOTEとして， According to a recent Regula-

tion， a Change has been made in the following 

lots to correspond with the Japanese official 

numbers;-

No.166 will be known as No.185 

167" "186 

168" "187 

169 " " 188 

170 " " 189 

171 " " 190 

172 " " 191 

173 " " 192 

と記載されている。

33) A. Gerardが経営する‘'NavyWater Works" 

は， 1871~74年に169番に収録され， 68~69 

年と75年以降は188番に収録される。 70~74

年に169番で収録されたいくつかの各種商店
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は， 72年に中国人22名が記載されている169

番の A.Gerard所有のヒ、ルディングのテナ

ントとして収録されている。しかしこのビ

ルディングは， 1875年に188番で収録されて

いる。当時の居留地の建造物の状況が判明

するものとして， 1870年のプラントンの居

留地地図“ Planof the sett1ement of Yokoha-

ma" (神奈川県立図書館所蔵)があるが，こ

れによると169番より188番に多くの建造物

があり，複数の土地利用がなされていたの

は188番であるとみなされる。また1874年の

記録によると， 188番の借地人は A.Gerard 

となっている。 1868，69， 71， 73， 74年の

Directoryの発行地は香港で， 1870， 72年は

横浜発行だが， 72年の169番が誤記で旧地番

が使われていた， と仮定すると，香港発行

の73，74年の Directoryが旧地番で収録した

可能性が高い。

34) バンド (Bund) とは海岸沿いの地区を指

し，上海や神戸にもみられる。横浜では 1

番から20番までをバンドという。

35)前掲1)で取り上げられる巨大商社。本屈

を香港に置く。英一番館として知られる。

36) アメリカ系総合商社。居留地2番である

が， rアメリカ一番Jとして知られる。

37)領事館の形態は画一的なものではなく，イ

ギリスやアメリカ， ドイツ，フランス，中

国のように組織的に運営されていた領事館

とともに，居留人口の少ないロシア，ポル

トガル，デンマークなどでは，貿易関連商

社と兼務する場合や，他国の領事が兼任す

る領事館があった。

38) 1880年に名称変更するまでは“Kniffler& 
C0."といった。

39) ドイツ系商社。日本絵入商人録に掲載され

ており， r横漬赤門七拾番Jと記されている。

40) 日本絵入商人録に掲載されているイギリス

系商社。

41)旧条約のもとでは，外商に対し内地通商権

を認めておらず，輸出品の売込商や輸入品

の引取商などの横浜の内商と取り引きする

ほかなかった。外商が望んでも荷主から直

接購入できない体制が作られていた(横浜

開港資料館編『図説横浜外国人居留地1有



隣堂， 1998， 36頁)。

42)幕末期には特別な才能をもたない「何でも

屋Jのような外国人が多く来日していたと

いう(斎藤多喜夫「幕末期横浜居留地の社

会構成と居留地像をめぐって」横浜居留地

研究会編『横浜居留地の諸相.1，横浜開港資

料館， 1989， 14~30頁)。また，アーネス

ト・サトウ(坂田精一訳) ~一外交官の見た

明治維新(上)l岩波文庫， 1960， 24頁に

ある， Iイギリスの某外交官が当時の横浜在

住の外国人社会をくヨーロッパの掃き溜め

>と称したJという記述は有名である。

43) しかしすべてがその時点で営業を停止した

のではなく，先述したように Directoryの編

者により意図的に記載されなかった場合も

考えられる。また別の場所に移動して営業

を継続しているケースも多くみられる。こ

の移動の動向については，別稿を準備中で

ある。

44) 1853年にインドのボンベイで設立された英

系植民地銀行で1863年に横浜に進出した。

競争の激化で次第に経営が悪化し， 1885年

に撤退した(前掲 5) より)。

45) 1853年にロンドンで設立され， 58年に開業

した，英系銀行(前掲 5) より)。

46) 1865年に香港で設立され，翌年には横浜に

進出した(前掲 5)より)。

47)前掲7)によると，ホテルにおいても掲載

年数の短いものが大半を占めており，それ

らは 1~2 年 Directory に記載があっても，

実際にはもっと短い営業期間がある場合が

多いという。

48)借地料についても考慮すべきであるが，横

浜居留地では借地料は均一(百坪当たり27

ドル97セント428)であった。又貸しも多く

行われていたが，詳細については不明であ

り，今後の課題である。

49) Directoryで“MowChong"が記載されるの

は1883年からであるが，メキシコ人天体観

測隊ディアス・コバルビアスの記録による

と， 74年に“MowCheong"という腕のいい

勤勉な中国人職人に観測所の設営を依頼し

ていることが記録されている(フランシス

コ・ディアス・コバルビアス著，大垣貴志

郎・板東省次訳『ディアス・コパルビアス

日本旅行記.1，雄松堂出版， 1983， 47頁によ

る)。綴りが若干異なるが， この程度の違い

は Directoryには散見されるものであるた

め，“MowChong"は Directoryの記載より

も早い時期に横浜にいたものの，編者の意

向により記載されなかった，と推測できる。

50) 1882年は30]apanese， 83年60人， 84年70人，
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85年108人， 86年122人，そして87年に164人

と，年々雇用規模を拡大していった様子が

わかる。



The Characteristics of Sites for Foreign Companies in Yokohama during 

the Open Port Period， 1868-1900: 
Based on Directory 

OTOBE Junko 

The purpose of this research is clarifying the formation process and space structure of the Yokoha-

ma foreign settlement by chronologically analyzing the land use information and resident information 

during 1868 to 1900 in an English yearbook called Directory. Previous studies have analyzed only 

the static process of change in land use， whereas this study tries to c1ariかthedynamic process. 

As a result of analysis the following things have become apparent. First， the Directory gives infor-
mation about people in the settlement and the land use chronologically. However， its editing policy 
varies仕omyear to year. Therefore the information of non-Occidental elements and that of former 

Yokohama Shinden (Yokohama Newly Reclaimed Rice Field) have to be carefully analyzed. Second， 
although many business places， including stores and trading companies， were located in the Yokoha-
ma settlement， most of them were located for a short time and they were often moved to other areas 

of the settlement. Third， since in the Yokohama settlement the use of land had not been systemati-

cal1y planned in accordance with the conditions of location， the various ways of land use were inter-

mingled with the location trend of a few business places which had been located there for a long time 

affected the functional division of the settlement. Although the functional division was emphasized 

too much in preceeding studies， it has become clear that the land use for di妊'erentpurposes was in-

termingled inside the settlement. 

However， in the Directory a large amount of personal information is included which has not been 

analyzed in this study. By analyzing the movement of people in the settlement， it wi11 be possible to 
make a diagram of the settlement. For example， by delving into people with an explanatory note 

“Private Residence" in the Directory， the living condition of people and their social status will be 
partly clarified. Furthermore， two things should be probed， namely the real image of the areas such 

as former Yokohama Shinden， whose information is not given sufficienthy in the Directory， and a so-

cial phenomenon concerning Chinese people， who are the majority in the settlement. 

Key words: Yokohama， Foreigner Settlement， Directory， landuse， Meiji era 
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